
　令和６年度福島町議会定例会３月会議の開会にあ
たり、町民の皆さまをはじめ町議会議員の皆さまに、
教育行政の執行に関する主要な方針について申し上
げます。

　デジタル化の進展や国際社会の変容、地球温暖化
など、刻々と変化する社会にあって、新しい時代に
必要となる資質・能力の育成が求められています。
　よりよい教育を通じ、よりよい社会を創るという
目標を共有し、地域と連携・協働しながら未来の創
り手である人材を育成するため、生きる力を育むこ
とが重要となります。
　児童生徒や若者がふるさとに誇りと愛着を持ち、
将来への希望をもって成長できるような教育行政に
取り組んでまいります。

　以下、教育委員会として令和７年度に重点的に取
り組む施策について申し述べます。

　福島商業高校の令和７年度入学者の出願状況は、
20名となっており、町内４名、渡島管内２名、その
他道内８名、道外から３都県６名と、多様な地域の
生徒から出願がありました。
　全国募集が３年目を迎え、在校生がその魅力を発
信し続け、福島商業高校の教育内容や特色について
の認知度が全国的に高まってきたためと考えており
ます。
　引き続きホームページでの情報発信、インターネ
ットでの学校説明会、札幌市および東京都で行われ
る対面形式での説明会、オープンキャンパスなどで
福島商業高校の魅力を発信してまいります。
　なお、本年度は初めて、大阪府で行われる対面形
式での説明会に参加することとしております。

　また、高校魅力化を推進するため、民間事業者と
協力しＤＸ人材の育成授業や、ドローンを操縦体験

する講習会を引き続き実施してまいります。
　このほかノートパソコンの無償貸与、地域課題探
究学習の講師派遣費用、各種資格取得、進学・就職
対策、給食の無償提供などの支援を継続して行って
まいります。

　令和５年４月にオープンした福島町青少年交流セ
ンターは、令和６年度の増築事業により、合計で51
室となりました。
　令和７年度は１年生14名、２年生19名、３年生５
名の計38名が入居する見込みとなっております。
　本施設は、福島商業高校に全国からやってくる生
徒にとって、大きな魅力のある施設となっているこ
とから、今後とも生徒が安心して暮らせるよう運営
管理に努めてまいります。
　令和７年度は施設の増築に伴い、地域おこし協力
隊のハウスマスター１名を増員し２名体制とするこ
とで、入居生徒への生活・進路支援の充実を図って
まいります。
　また、高校生が小売業やコンブ養殖など町内産業
の担い手として、また、福島大神宮例大祭をはじめ
とした各種イベントへの参加者が増えてきており、
活気ある町づくりの一助となるよう取り組みを進め
てまいります。

⑴　学力の向上
　インターネットをはじめとした情報化、人工知能
（ＡＩ）の活用など急速に変化する時代にあって、
これからの社会に対応する資質・能力の育成が求め
られています。
　そのため、興味関心を持ち自ら取り組み、振り返
って次につなげる「主体的な学び」、いろいろな人
と関わり、自分の考えを広める「対話的な学び」、
情報を精査し、課題を見出して解決策を創造するな
ど「深い学び」の３点が学習指導要領に示されてお
り、これらを意識した教育活動を実践することが重
要となります。
　福島町の小・中・高校では、地域の課題を調べ（社
会）、データを統計的に処理し（算数・数学）、解決
策を自分の言葉で考え（国語）、プレゼンテーショ
ンにまとめ（情報）、相手に向けて発表する「地域
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